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「北区ヘルシータウン２１（第三次）」素案 

パブリックコメント実施結果 

 

１ 意 見 提 出 期 間 令和５年 12 月１日（金）～令和６年 1 月５日（金） 

２ 意 見 提 出 者 提出者人数 ６人（ＨＰ５人、郵送１人） 

３ 意 見 総 数 １５件 

４ 意 見 

No. 意見の主旨 件数  区の考え方 

1 「健康づくり推進店」に関し、健

康づくりと 喫煙と は矛盾する 行

為であるから、健康づくり推進店

が「喫煙可能店」となったり、店

舗敷地内に 喫煙所 を設けたり す

ることは禁止するべき。 

1 「健康づくり推進店」は、「栄

養に関する情報を提供する店

や健康に配慮したメニューを

提供している店」であり、喫

煙可否についての基準は設定

していません。 

いただいたご意見は、参考と

させていただきます。 

 

2 「喫煙者と 非喫煙 者の共存環 境

の創出」という記載について、そ

もそも喫煙 者と非 喫煙者とは 共

存することはできず、分離する他

ないのであ るから 素案のよう な

記載は不適切である。そこで、「喫

煙者と非喫煙者との分離」、「非喫

煙者を喫煙者から守るため、路上

喫煙禁止地 区の拡 大等を行い ま

す。」という記載に改めるべき。 

1 屋外における分煙環境の整備

を促進していくことなどで、

誰もが快適に過ごせるまちの

実現に向け努めていきます。

また、路上喫煙禁止地区の新

規指定及び拡大については、

当該地区周辺の状況に併せ、

指定喫煙場所の整備等ととも

に地元との協議を踏まえ順次

行っていきます。 

いただいたご意見は、参考と

させていただきます。 
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3 「区と関係 機関の 取組みの方 向

性」の部分について、区や区職員

自身が率先 して行 動すべきと の

観点から、「全区有施設の完全禁

煙化や区職員等の禁煙化により、

区自身が先導します」といった項

目を追記するべき。 

1 現存する喫煙場所は、施設を

所管する各課がさまざまな観

点から判断のうえ存置してい

ます。 

また、区職員等と区民の方々

とを区別し、嗜好や権利を制

限 す る こ と は 考 え て い ま せ

ん。 

いただいたご意見は、参考と

させていただきます。 

4 「区民の行動目標」部分に、「喫

煙マナーを守りましょう。」との

記載があるが、健康増進法等で喫

煙ルールが 定めら れているこ と

から、「喫煙ルール・マナーを守

りましょう。」との記載に改める

べき。 

1 ご指摘のとおり、健康増進法

の一部改正により、2020 年

4 月 1 日から「ルール」の表

記に変更となっています。 

当該箇所を「喫煙ルールを守

りましょう。」へ変更します。 

5 タバコを吸 える場 所が少ない の

で、大変困っている。今後もしっ

かりと喫煙所を作ってほしい。喫

煙所がもっとできれば、歩きたば

こやポイ捨てをしないといった、

喫煙者のマ ナー向 上にもつな が

ると考える。 

1 設置場所等の状況を鑑みなが

ら、可能な範囲で閉鎖型喫煙

施設を設置するなど、喫煙者

と非喫煙者、だれもが快適に

過 ご せ る ま ち の 実 現 を 目 指

し、喫煙施設の整備を順次進

めていきます。併せて、喫煙

マナーの向上に関する啓発に

努めます。 

6 喫煙に関す る過度 な規制強化 に

よるたばこ 販売店 や喫煙者へ の

影響等も踏まえ、一方的で偏った

ものでなく、バランスの取れた実

効性のある 取り組 みをして欲 し

い。 

 

1 受動喫煙対策については、今

後も関係法令に基づいた対応

を行いながら、引き続き機会

を捉え、広く法令の周知啓発

に努めていきます。 
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7 非喫煙者に迷惑をかけないよう、

喫煙所とい った喫 煙者がマナ ー

を守って喫 煙でき る場所を整 備

し、喫煙者、非喫煙者がいがみ合

うことなく 共存で きるたばこ 対

策を実行していただきたい。 

1 設置場所等の状況を鑑みなが

ら、可能な範囲で閉鎖型喫煙

施設を設置するなど、喫煙者

と非喫煙者、だれもが快適に

過 ご せ る ま ち の 実 現 を 目 指

し、喫煙施設の整備を順次進

めていきます。併せて、喫煙

マナーの向上に関する啓発に

努めます。 

 

8 飲酒が健康 へ及ぼ す悪影響を 踏

まえ、公立小中学校の校庭をイベ

ント等で利用する際は、校庭での

飲酒を禁止するべき。 

 

1 （本計画とは直接関連しない

ため未回答） 

9 健康を維持するためには、各種健

診はとても大切。 

受診する方を増やすため、具体的

な取り組みを。例えば、受診期間

の延長、受診時間の延長、土曜、

日曜の受診、子育て中の方が受診

しやすいように、保育体制を設け

るなど。 

 

2 が ん や 生 活 習 慣 病 の 早 期 発

見、早期治療は、健康寿命の

延伸に向けた最重要課題と認

識しています。 

受診率向上に結び付く取り組

みについて、実施可能なもの

から進めていきます。 

10 「はぴママひよこ面接率※1」の

説明で、「補足率」⇒「捕捉率」

ではないか？ 

 

1 「捕捉率」の表記へ修正しま

す。 

11 「はぴママひよこ面接」の実施率

が低いと感じる。虐待防止のため

には、ここで面接できなかった家

庭の訪問な どに力 を入れて捕 捉

率をあげた方が良い。 

１ 今年度から「はぴママひよこ

面接」の実施場所を全ての児

童館・子どもセンターに拡大

しています。身近な施設で面

接を受け、その後の利用に結

び付けられるよう、引き続き

面接率の向上に努めます。 
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12 精神面の健 康は、 身体以上に 大

切。 

特に、学校での様々な困難は、人

生に大きな影響を及ぼす。 

その意味でも、スクールカウンセ

ラー、スクールソーシャルワーカ

ーの正規雇用と増員を。 

特に、スクールソーシャルワーカ

ーは、今の人数では、少なすぎる。

困難を抱えた子ども、その保護者

へのきめ細かい対応が必要。 

２ 児童・生徒が抱えるいじめや

不登校、家庭環境等の様々な

課題の未然防止や早期発見・

早期支援を目的に、スクール

ソーシャルワーカーの配置を

全 中 学 校 区 に 拡 充 し て い ま

す。すでに全中学校区に各１

名配置しているスクールカウ

ンセラーとの連携をもって、

サブファミリー単位の支援体

制の構築ならびに支援の充実

をはかっていきます。 

13 今回の計画 案につ いて、概ね 賛

同。今後も 区民の 健康増進に 向

け、強制的、一方的にならないよ

うな取り組みを期待する。 

1 すべての区民が人生 100 年

時代の中で自分らしく輝ける

よう、健康増進のための取組

みを推進します。 

 


